令和８年３月27日
京都府高齢者支援課

令和８年度　介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出について
【対象：京都市を除く府内市町村に所在する介護保険事業者】


　令和７年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者で、令和８年度も引き続き処遇改善加算等を算定する場合は、令和８年度分の計画書の提出が必要となります。
　つきましては、下記にご留意の上、必要書類を提出していただきますようお願いします。

記

１．計画書の提出について 
【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限について

　厚生労働省では、令和8年度に臨時の介護報酬改定が実施されることとなりました。これに伴い、介護職員等処遇改善加算に関する計画書の様式が見直されています。
　このため、令和8年4月分および5月分の処遇改善加算を申請する事業者につきましては、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日（水曜日）を提出期限として計画書を提出していただく必要があります。
　また、この場合、当該事業者に所属する介護サービス事業所のうち、令和8年6月から新たに処遇改善加算が創設されるサービス（訪問看護、訪問リハビリテーション）を提供する事業所（以下「加算新設事業所」という。）に係る処遇改善計画についても、あわせて提出することとしています。
　一方で、加算新設事業所のみを運営している事業者など、令和8年4月分および5月分については申請を行わず、令和8年6月以降から処遇改善加算を申請する事業者につきましては、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書の提出期限を、令和8年6月15日（月曜日）とします。

２．提出先 
　　事業所所在地を所管する保健所企画調整課
　　　※　事業所所在地を所管する各保健所にそれぞれ提出してください。
　　　　　（加算体制届の提出先と同じです。）
また、複数事業所のうち、一部が京都市内に所在する場合は、別途京都市に提出する必要があります。詳細は、京都市介護ケア推進課ホームページを御確認願います。
※　みなし指定の事業所を有する事業者は、京都府高齢者支援課まで御提出ください。
※　地域密着型サービス事業所を有する事業者は、所管する各市町村の担当課に確認願います。

３．提出書類 
（１）別紙様式２　計画書
（２）添付書類
①　別紙様式２－１：処遇改善加算　総括表
②　別紙様式２－２：処遇改善加算　個票（４，５月）
③　別紙様式２－３：処遇改善加算　個票（６月以降分）
　　※　処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、別紙様式４の変更に係る届出書を御提出ください。
　　※　介護職員の賃金を下げる等特別な事情がある場合は、別紙様式５の特別な事情に係る届出書を御提出ください。
※　この他に算定要件に関わる追加の資料をお願いすることがあります。

４．提出方法 

・持参又は郵送（令和８年４月15日（水）消印有効）
※　本計画書の提出に対し、京都府から受理通知等は発行いたしません。
受理確認が必要な場合は、控えと返信用封筒（切手を貼ったもの）を同封してください。

　　・電子申請・届出システムによる電子申請
　　　https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php

システムを使用する場合は、申請届出メニュー「５．加算に関する届出」より提出願 います。【注意事項】
・（１）（２）のどちらの提出方法であっても、事業者が複数の事業所を有する場合で、 所管する保健所が複数にまたがる場合は、事業所を所管する各保健所にそれぞれ提出 が必要となります。 
（例）事業所を所管する保健所がA保健所とB保健所にまたがる
（１）A保健所とB保健所の両方に持参又は郵送 
（２）システム内の「届出者情報入力」で「事業所」欄を記入する際、
 ・A保健所に提出→事業所の名称等をA保健所が管轄する事業所名を記入 
・B保健所に提出→事業所の名称等をB保健所が所管する事業所名を記入
※（２）の提出方法で、複数事業所を有するが所管する保健所が１つの場合は、システム内の「届出者情報入力」において、実績報告書に記載した事業所のうち、所管の保健所圏域に所在する事業所名を1つだけ記入し提出してください。


※　複数事業所のうち、一部が京都市内に所在する場合は、別途京都市に提出する 必要があります。詳細は、京都市介護ケア推進課ホームページをご確認願います。
※　保険医療機関等のみなし指定の事業所については、京都府高齢者支援課までご提出 ください。 ※　地域密着型サービス事業所を有する事業者は、所管する各市町村担当課に確認願い ます。
※　本報告書の提出に対し、京都府から受理通知等は発行いたしません。

５．参考 
・介護職員等処遇改善加算に係る相談窓口
株式会社 エイデル研究所
（受付時間）平日10時30分～16時30分 （連絡先）075-253-0201
